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１ 震災被災者就農研修事業（新規）
【緊急雇用創出臨時対策基金】

（新規就農総合対策事業）

農林政策課

本県での就農を希望する東日本大震災の被災者の円滑な就農を進めるため、県内の農業

法人等で被災者を雇用して行う研修を実施する。

１ 事業内容

(1) 啓発・準備研修

(2) 未来を担う人づくり対策

(3) 就農準備実践研修（ステップアップ研修）

(4) “あきたで農業を”推進事業

(5) 雇用人材活用型農業法人等応援事業

(6) 就農促進サポート事業

(7) 県受入体制整備費

(8) 雇用就農サポート事業

(9) 新規参入者等受入体制整備モデル事業

(10) 農業経営テイクオフ支援事業

(11) 震災被災者就農研修事業（新規） ９月補正分

ア 対 象 者 被災者（新たな品目に取り組む場合、既に農業者であっても対象）

イ 研修生数 ５人

ウ 研修期間 平成２３年１１月～平成２５年３月（最長１７ヵ月間）

エ 支援内容 研修生の人件費（月額１５万円程度）

２ 事業主体

県（秋田県農業会議に委託）

３ 予算額

４，１３５千円（繰入金）

内 訳 ・委託料 ４，１３５千円

人件費 ３，７５０千円

推進事務費 １８８千円

消費税 １９７千円

４ 事業年度

平成２３～２４年度

５ 債務負担行為限度額

９，７６５千円（２４年度分）

当初予算分
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２ 農林水産技術センター研究補助員育成事業（拡充）
【緊急雇用創出臨時対策基金】

農林政策課

農林水産技術センターの各試験研究機関において、研究員の補助等を行う者を雇用する。

１ 事業内容

(1) 当初予算分 ２３名（３３，９６６千円）

(2) ６月補正分 １名（ １，６４２千円）

(3) ９月補正分 １７名

ア 農業試験場

・ 作業内容 ①：大根の種子選別業務

②：大豆の種子選別業務

・ 雇用人数 ①：２名

②：２名

・ 雇用期間 ①：平成２３年１０月～平成２３年１２月（３ヵ月）

②：平成２３年１１月～平成２４年３月（５ヵ月）

イ 果樹試験場

・ 作業内容 果樹栽培管理技術者の育成支援業務

・ 雇用人数 ４名

・ 雇用期間 平成２３年１１月～平成２４年１０月（１２ヵ月）

※ 平成２４年度分は債務負担行為を設定

ウ 畜産試験場

・ 作業内容 場内にある立木の間伐等の環境整備業務

・ 雇用人数 ８名

・ 雇用期間 平成２３年１０月中旬～平成２３年１２月中旬（２ヵ月）

エ 水産振興センター

・ 作業内容 アユ種苗の生産管理業務

・ 雇用人数 １名

・ 雇用期間 平成２３年１０月～平成２４年３月（６ヵ月）

２ 事業主体

県（直接雇用）
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３ 予算額

１１，０５８千円（繰入金 １１，００３千円、諸収入 ５５千円）

内 訳 ・人件費（１７名分） １０，６６２千円

賃金 ８，７９３千円

通勤手当 ３６６千円

社会保険料等 １，５０３千円

・物件費 ３９６千円

４ 事業年度

平成２３～２４年度

５ 債務負担行為限度額

４，４８４千円（２４年度分）
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３ 水と緑に包まれた秋田の原風景を守り継ぐ

県民運動推進費（拡充）

農山村振興課

農業用用排水路等の老朽化が進む中、補修・更新等を効率的に行う地域の取組を「向上

活動支援交付金」により支援する。

１ 事業内容

(1) 共同活動支援交付金

(2) 農地・水・環境保全向上活動推進交付金

(3) 向上活動支援交付金（新規） ９月補正分

市町村等と協定を締結した活動組織等が行う、農業用用排水路などの補修及び更新

活動に対し、交付金を交付する。

ア 事 業 費 １３５，０００千円（うち県費２２，５００千円）

イ 交付基準 ６，６００円／１０ａ相当

ウ 負担割合 国１／３ 県１／６ 市町村１／６ 地元１／３

エ 交付予定面積 ２，０４５ｈａ（１５市町、７９地区）

(4) 農地・水保全管理支払推進交付金（新規） ９月補正分

(3)に係る確認事務等を行い、本対策の円滑な推進を図るための事務的経費を交付

する。

ア 事 業 費 １，４００千円（全額国費）

２ 事業主体

１の(3)：活動組織（一定の地域を活動範囲として、農業者や農業者以外の地域

住民など、多様な主体が参加する組織）等

１の(4)：市町村

３ 予算額

２３，９００千円（一般財源 ２２，５００千円、国庫補助金 １，４００千円）

負担金補助及び交付金 ２３，９００千円

４ 事業年度

平成２３～２７年度

［参考］国事業名は「農地・水保全管理支払交付金」

当初予算分



5

４ 青果物・花き価格安定対策事業（拡充）

流通販売課

青果物や花きの生産振興と消費者への安定的な供給を図るため、国・県・生産者等の負

担金を財源とする基金を造成し、価格が一定水準以下に下落した場合に生産者に価格差補

給金の交付を行う。

１ 事業内容

基金造成額の確定にともない、必要額について補正を行う。

(1) 特定野菜価格安定事業費補助金（国庫）

ア 対象品目 秋田県対象品目 ７品目

（アスパラガス、えだまめ、すいか、生しいたけ、やまのいも、

かぼちゃ、さやいんげん）

イ 対象産地 ２１産地

ウ 負担割合 国・県・生産者等 各３分の１

エ 事 業 費 ４３，１６８千円（当初予定額 ２１，１９７千円）

オ 補 正 額 ２１，９７１千円

(2) 秋田県園芸作物価格補償事業費補助金（県単）

ア 対象品目 秋田県の対象品目 ２８品目

（トマト、キュウリ、えだまめ、メロン、りんどうほか）

イ 対象産地 県内全域

ウ 負担割合 県４０％、全農・農協・市町村 各１０％、生産者３０％

エ 事 業 費 ６，４０２千円（当初予定額 ３，６７３千円）

オ 補 正 額 ２，７２９千円

２ 事業主体

社団法人秋田県青果物価格安定基金協会

３ 予算額

２４，７００千円（一般財源）

負担金補助及び交付金 ２４，７００千円

４ 事業年度

平成２３年度
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５ あきたを元気に！農業夢プラン実現事業（拡充）
【農林漁業振興臨時対策基金】

水田総合利用課

東日本大震災に伴う停電並びに東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質

に汚染された稲わらの流通問題を踏まえ、畜産農家の経営の安定・発展を図るため、次の

対策を講じる。

１ 事業内容

(1) ねぎ・アスパラガス周年出荷体制整備事業

(2) リンドウ・ダリア全国トップブランド産地育成事業 当初予算分

(3) あきたの園芸共同利用設備整備事業

(4) 戦略作物生産拡大対策事業（拡充） ９月補正分

放射性物質に汚染された牛肉の流通問題による枝肉価格の低落や飼料価格の高騰な

ど、厳しい経営環境の中で、意欲的に規模拡大に取り組む肥育経営体の設備投資に対

して助成する。

○ 助成内容 牛舎（１２０頭規模）、ホイールローダー（１台）

○ 補 助 率 １／３以内

(5) 東日本大震災対応緊急対策事業（新規） ９月補正分

ア 畜産用自家発電機導入支援事業

東日本大震災に伴う停電によって、県内の畜産農家においても、乳用牛の搾乳停

止による乳房炎の発生や冷却停止による生乳廃棄、保温停止による幼畜の死亡等の

被害が発生した。

こうした経験を踏まえ、災害時の停電による家畜の死亡や生産性の著しい低下等

の被害を未然に防止するため、自家用発電機の導入に対して助成する。

○ 助成内容 自家発電機（５７台）

○ 補 助 率 １／３以内

イ 県産稲わら収集用機械整備事業

他県から購入した稲わらが放射性物質に汚染されていた問題を受け、安全な県産

稲わらの完全自給に向け、稲わら収集用機械の整備に対して助成する。
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○ 助成内容 稲わら収集機（２０台）、コンバイン用稲わら結束機（１０台）

※ １，２００ｔ、２００ｈａ相当分

○ 補 助 率 １／３以内

２ 事業主体

(4)、(5)のア ：認定農業者等

(5)のイ ：認定農業者(法人)、集落営農組織、農作業受託組織、機械共同利用組合

３ 予算額

４５，６００千円（繰入金）

負担金補助及び交付金 ４５，６００千円

４ 事業年度

平成２３～２５年度
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６ カドミウム汚染米買入基準調査分析事業（新規）
（土壌環境総合対策事業）

水田総合利用課

食品衛生法における米のカドミウム規格基準の改正を踏まえ、流通防止対策のさらなる

強化に向け、現在行っているロット調査の手法を見直すとともに、国の基準よりも厳しい

県独自の汚染米の買入（流通）基準を設定するため、２３年産米の分析調査を実施し、安

全・安心な秋田米の流通を確保する。

１ 事業内容

(1) 土壌汚染対策事業

(2) 土壌汚染対策調査事業

(3) 安全な米生産流通対策事業

(4) 安心秋田米確保事業

(5) カドミウム汚染米買入基準調査分析事業（新規） ９月補正分

ア 調査対象

・ ２３年産米

・ 国の規格基準に近い値（0.35～0.4ppm）が検出されたロットの米袋

イ 調査数量

・ ２，１００点（６ＪＡ×５ロット×70袋/ロット）

・ ６ＪＡ：かづの、あきた北、鷹巣町、あきた白神、秋田おばこ、秋田ふるさと

ウ 調査方法

・ サンプリングは県がＪＡの協力のもと実施

・ 分析は民間分析会社へ委託

エ 調査時期

・ 平成２３年１０月から２４年１月末まで

・ ２月に調査結果をとりまとめ、県の新たな買入基準に反映

２ 事業主体

県

３ 予算額

８，４００千円（一般財源）

委託費 ８，４００千円

４ 事業年度

平成２３年度

当初予算分
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〔参考〕

食品衛生法の改正に対応した

カドミウム汚染米のリスク管理対策

１ 現在行っている対策のあらまし

役割分担 県 ： 細密調査、恒久対策の推進、汚染米の買入・処理

市町村 ： 生産防止対策（計画策定、湛水管理実施・確認）

農業団体 ： 流通防止対策（自主ロット調査、汚染米仕分け等の徹底）

米のカドミウム規格基準の改正

（食品衛生法・農用地土壌汚染防止法）

1.0ppm未満 → 0.4ppm以下

（0.4～1.0ppmのカドミウム含有米に係る国の買上事業は22年産米で終了）

（１） 客土（恒久）対策

汚染地域指定 1,822ha

恒久対策実施済 1,592ha

〃 実施中 201ha

未実施区域（農振以外等） 29ha

汚染対策地域の指定

○H22～H26 細密調査(県)約3,000ha

○H25～新たな対策地域指定（予定）

恒久対策

○公害防除特別土地改良事業（客土等）

H27～ 公特事業実施（予定）

（２） 植物浄化対策

・ 高吸収稲（長香穀）による土壌修復

・ 技術の実証（国・県）

・ 技術実証ほの設置～12カ所 3.6ha

・ 推進拠点地区の設置～2地区 8ha

（４） 流通防止対策（汚染米を流通させない）

○ロット調査（39,000点、85,000トン）

・ 県単ロット調査：300点、556トン

・ ＪＡ等による自主ロット調査

: 39,000点、84,210トン

・県によるｸﾛｽﾁｪｯｸ、制度管理研修

○カドミウム汚染米の買入・処理（県）

基準値を超えた汚染米の買入・処理

・ 過去3カ年（H20～H22）の平均実績

：340トン、68百万円

・ 過去5年間（７中５）の平均実績

：715トン､165百万円

（３） 生産防止対策（汚染米を出さない）

・ 湛水管理の徹底

１３市町 18,500ha 18,200戸

出穂期前後各３週間（7/15～8/25）

・ 湛水管理支援対策事業（県）

湛水管理巡視員の設置支援

・ 有害物質吸収抑制対策事業（国・県）

カドミウム吸収抑制資材の散布等
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２ 新たなリスク管理対策（案）

（１） ロット調査手法の見直し

○ロット内の米袋濃度のバラツキを低減するため、ほ場別の出荷（ロット編成）を指導

○１ロット当たりの米袋数の上限の縮小 ２５０袋→ １５０袋／ロット（乾燥機1回分）

（２） 県の新たな買入基準（基本スキーム案）

① 買入目的 ・ 県産米の安全・安心の確保、農家経営の安定

② 買入要件 ・ 湛水管理の実施

③ 買入対象米穀 ・ 食品衛生法の対象となる米穀

（主食用米、加工用米、米粉用米等）

④ 買入価格 ・ 実勢（相対取引）価格を参考に農家の手取レベル

・ 汚染米の連続発生への対応

２年連続発生 → １／２の買入価格（要検討）

３年以上発生 → １／３の買入価格（要検討）

⑤ 買入基準濃度 ・ 国（0.4ppm超）よりも厳しい独自基準の設定

⑥ 汚染米の処理 ・ 原則焼却、工業用利用も検討
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７ 肉用牛経営緊急支援対策事業（新規）
【農林漁業振興臨時対策基金】

【緊急雇用創出臨時対策基金】

畜産振興課

放射性物質に汚染された稲わらの給与による汚染牛肉の流通等により、枝肉価格

が下落し、肥育経営体の収益性が著しく悪化しているため、経営資金の融通、牛肉

の全頭検査による消費者の信頼確保、汚染稲わら等の処理、県産牛肉のＰＲ活動な

ど、総合的な支援対策を実施する。

１ 事業内容

(1) 肉用牛肥育経営維持拡大対策事業【農林漁業振興臨時対策基金】

肥育農家に無利息で肥育牛の預託を行う農協等に対して利子補給を行い、再

生産に向けた素牛導入を支援する。

ア 事業主体 ：農協等

イ 利子補給率：１／２以内

(2) 肉用牛経営緊急支援資金融通事業【農林漁業振興臨時対策基金】

農協等が農家に融資する経営資金に利子補給を行うとともに、農業信用基金

協会への貸付保証料を全額助成し、無利子・無担保・無保証人の融資制度を創

設する

ア 利子助成事業

・ 貸付対象 ：素牛、粗飼料及び配合飼料等の購入に要する経費

・ 融資枠 ：５億円(１頭当たり１０万円上限)

・ 利子補給率：２．７５％以内

イ 保証料支援事業

・ 貸付保証料：融資金額の０．９％

(3) 県産牛肉の安全確保対策事業

県産牛肉の安全性を確保するため、県内でと畜される県産牛について全頭検

査を実施し、県産牛肉に対する消費者の信頼を確保する。

ア 検査期間：平成２３年１１月１日～平成２４年３月３１日

※ 検査開始までの期間は、予備費で対応中

イ 検査概要：簡易検査による全頭スクリーニングを実施し、国が定めた基準

以上の値が検出された場合は精密検査を実施。

(4) 汚染牛肉及び稲わら円滑処理事業

汚染稲わらが給与された牛について精密検査機器での検査を実施し、放射線

の値が暫定規制値を上回った牛肉の処理と、生産者等が行う汚染稲わらの処理

に対して支援を行う。

ア 汚染稲わらを給与した牛肉の精密検査の実施

イ 暫定規制値を上回った牛肉の処理

ウ 汚染稲わらの処理
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(5) 稲わら確保緊急対策事業【農林漁業振興臨時対策基金】

県内における稲わらの完全自給に向け、県産稲わらを畜産農家へ供給する営

農集団等を育成するため、新たに稲わらを収集する取り組みに対し支援する。

ア 助成単価：定額（５，０００円／１０ａ）

イ 助成対象：新規に稲わら収集に取り組む営農集団等

(6) 秋田県産牛肉消費アップ緊急対策事業【農林漁業振興臨時対策基金】

県内外の消費者や販売業者に県産牛肉の安全性をＰＲし、消費拡大につなげ

るための販売促進活動等を支援する。

ア 県産牛肉販売促進対策

消費者不安解消へのＰＲ活動及び販売促進活動への助成

・ 補 助 率：１／２以内

・ 対象経費：ポスター等ＰＲ資材等

イ 県産牛肉安全ＰＲ対策

新聞広告を活用した県産牛肉の安全性のＰＲを実施

(7) 肉用牛経営緊急支援対策サポート事業【緊急雇用創出臨時対策基金】

万全な農家支援と消費者に向けた情報提供等を行うため、牛肉の放射性物質

の検査結果等各種データや情報の収集整理、ホームページの更新作業等を行う

人員を確保する。

ア 雇用人数 １名

イ 雇用期間 平成２３年１１月～平成２４年３月（５ヵ月）

２ 事業主体

(1)、(2)のア ：農協等

(2)のイ ：秋田県農業信用基金協会

(3) ：県（委託先 秋田県分析科学センター、秋田県食肉流通公社）

(4)のア、(6)のイ：県

(4)のイ ：秋田県食肉流通公社

(4)のウ ：市町村、農家等

(5) ：営農集団等

(6)のア ：秋田県食肉流通公社、秋田県畜産農業協同組合

(7) ：県（直接雇用）

３ 予算額

７１，５１６千円

繰 入 金：農林漁業振興臨時対策基金 ２２，１９１千円

〃 ：緊急雇用創出臨時対策基金 ７９２千円

諸 収 入： ５千円

一般財源： ４８，５２８千円
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(1) ４，５２５千円

負担金補助及び交付金 ４，５２５千円

(2) ５，６６８千円

負担金補助及び交付金 ５，６６８千円

(3)２９，６８４千円

委託料 ２９，６８４千円

(4)１８，８４４千円

需用費 ２，０５２千円

負担金補助及び交付金 １６，７９２千円

(5)１０，０００千円

負担金補助及び交付金 １０，０００千円

(6) １，９９８千円

役務費 ９１０千円

負担金補助及び交付金 １，０８８千円

(7) ７９７千円

内 訳 ・人件費 ７９７千円

賃金 ６５７千円

通勤手当 ３２千円

社会保険料等 １０８千円

４ 事業年度

平成２３～２８年度

５ 債務負担行為限度額

(1) ：１２，４４３千円 ２４年度分 ６，７８７千円

２５年度分 ５，６５６千円

(2)のア：４７，０４４千円 ２４年度分 １３，７８８千円

２５年度分 １３，４６８千円

２６年度分 １０，０３０千円

２７年度分 ６，５９３千円

２８年度分 ３，１６５千円

(2)のイ：１１，２５０千円 ２４年度分 ４，５００千円

２５年度分 ３，３７５千円

２６年度分 ２，２５０千円

２７年度分 １，１２５千円
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８ 緊急農村整備事業（災害復旧支援型）（新規）

農地整備課

６月２３日から２４日に発生した豪雨により被災した市町村が行う、国の支援の対象と

ならない農地の小規模な災害復旧について、農家負担の軽減を図るため、市町村の取組を

支援する。

１ 事業内容

(1) 対象市町村（次の全てに該当していること）

ア 農地・農業用施設・生活関連施設の補助災害及び小災害の事業費の合計が８００

万円を超えている市町村

イ 農家助成を実施している市町村

(2) 対象額

１０万円／箇所以上４０万円／箇所未満、かつ市町村の助成下限額が１０万円以上

の場合はその下限額

(3) 対象工種

農地のみ

※ 農業用施設は国の支援があるため対象外（単独災害復旧事業債）

(4) 補助率

市町村の助成率以内、かつ最大で事業費の１／３

(5) 対象箇所

３３１箇所

２ 事業主体

市町村

３ 予算額

２２，５７０千円（一般財源）

負担金補助及び交付金 ２２，５７０千円

４ 事業実施

平成２３年度
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９ 県魚ハタハタまるごと販売事業（拡充）
（戦略水産物資源増大・消費拡大事業）

水産漁港課

本県では、大型で新鮮な「秋田ハタハタ」を独自のブランド魚として、首都圏を

中心に、認知度を高めながら販路の開拓に取り組んでいるが、新たに、西日本にお

いてハタハタの漁獲量が本県とほぼ同じ鳥取県と連携して、それぞれの特長を生か

したＰＲ活動を展開するとともに、販売ノウハウを相互に活用することによって、

一層の販路拡大につなげる。

１ 事業内容

(1) トラフグ稚魚生産育成放流事業

(2) 栽培漁業推進員設置事業 当初予算分

(3) 北限のフグ消費拡大事業

(4) 県魚ハタハタまるごと販売事業（拡充） ９月補正分

ア 居酒屋・レストラン等への販促活動（当初）

イ 全国規模の商談会への参加（当初）

ウ 秋田・鳥取「ハタハタ」フェアの開催（拡充）

「ハタハタ」メニューを実際に取り扱っている首都圏の飲食店に、新規開

拓の飲食店も加えてフェアを開催し、来店者に積極的にハタハタを食べても

らえるようキャンペーンを実施する。

エ 秋田・鳥取「ハタハタ」フェスティバルの開催（新規）

首都圏の消費者にハタハタを知ってもらい、食べてその美味しさを実感し

てもらうステージイベントや試食販売等を行うことにより、秋田・鳥取「ハ

タハタ」フェアへの誘引を図るとともに、量販店等での販売につなげる。

２ 事業主体

県

３ 予算額 フェア及びフェスティバルに要する経費

２，０５６千円（一般財源） ６，０００千円

委託料 ２，０５６千円 うち鳥取県 ３，０００千円

うち秋田県 ３，０００千円

４ 事業年度 当初 ９４４千円

平成２２～２６年度 ９月補正２，０５６千円
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＜参考＞

区 分 秋 田 県 鳥 取 県

漁 法 底びき網、小型定置網 底びき網

（主漁期）（11～12月） （１～５月）

・大型で子持ち、淡泊な味わい ・脂がのっている
長 所

・「ハタハタ＝秋田」が全国で認知 ・干物に適している

・脂がのっていない ・秋田産に比べ小型魚が多い
短 所

・干物に適さない ・子持ちは獲れない

料理法 焼き物、鍋、飯寿司等 干物、煮付け、唐揚げ等
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条 例
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１ 「秋田県卸売市場条例」の一部を改正する条例案について

流通販売課

１ 改正理由

秋田市中央卸売市場の青果部及び水産物部が地方卸売市場に転換することから、県

の権限である転換の許可等に関する手続き規定について、秋田県卸売市場条例の整備

を図ることとする。

２ 改正内容

(1) 中央卸売市場の地方卸売市場への転換の許可（以下単に「転換の許可」という。）

をしたときは、その許可に係る開設者及び卸売業者に対し地方卸売市場の開設の許

可証及び地方卸売市場における卸売業者の許可証を交付しなければならないことと

する。【第９条関係】

(2) 転換の許可をしたときは、その許可に係る地方卸売市場の開設の許可及び地方卸

売市場の卸売業者の許可をした旨を告示しなければならないこととする。【第３０

条関係】

(3) 転換の許可の申請をする者から手数料を徴収することとし、その額を当該申請１

件につき３０，０００円とすることとする。【第３１条関係】

(4) その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日

この条例の公布の日

４ 参考

秋田市中央卸売市場の花き部は引き続き、中央卸売市場として存続する。
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【参 考】

秋田市中央卸売市場から地方卸売市場への転換について

１ 地方卸売市場化の背景

① 食料品流通の多様化と、卸売市場を経由しない取引の拡大

（専業小売店が減少し、スーパー・コンビニ等の業態別の多品目流通が拡大）

② 流通コストに対する関心の高まり

（低価格での食料供給に対する期待 ～ 国内農産物の需要拡大）

③ 物流の広域化に伴い、大都市を中心に拠点的な卸売市場が形成

④ 卸売市場の取扱金額減少による経営の悪化

（Ｈ３：６２１億円、Ｈ２１：３１０億円（秋田市中央卸売市場））

平成１６年の卸売市場法の改正で、卸売市場改革・物流の効率化に向けて、

中央卸売市場から地方卸売市場への転換を進めるための手続き規定を整備。

秋田市中央卸売市場でも平成24年4月からの地方卸売市場化を決定

２ 中央卸売市場と地方卸売市場の主な相違点

中 央 卸 売 市 場 地 方 卸 売 市 場

定 義 農林水産大臣の認可を受けて、都道府 都道府県知事の許可を受けて、一定規模以

県又は人口20万人以上を有する自治体 上の卸売場(青果市場330㎡、水産200㎡等)

が開設する卸売市場 を持つ卸売市場

市場の設置 開設主体は地方自治体 開設主体は民間企業や第三セクター等

・監督 農林水産大臣の監督 知事の監督

①開設者：国の認可 ①開設者：県の許可

開設者の認可等 ②卸売業者：国の許可 ②卸売業者：県の許可

③仲卸業者：開設者許可(法33条に規 ③仲卸業者、売買参加者：開設者承認（県

定) 条例で「買受人」と規定）

④売買参加者：開設者承認 ※秋田市の条例では仲卸業者を規定
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３ 地方卸売市場へ転換する経緯について

平成１８年 ５月 秋田市において、「中央卸売市場のあり方に関する研究会」を

設置

平成２１年 ３月 秋田市中央卸売市場運営協議会専門部会で、「地方卸売市場

への移行については、スピード感を持って進めることが肝要」

とする最終報告。

平成２２年 ７月 卸売業者、仲卸業者等で構成する秋田市中央市場協会の「市場

転換に伴う検討委員会」で、地方卸売市場への転換時期を平成

２４年４月とした。

平成２２年 ７月 秋田市中央卸売市場運営協議会が、地方卸売市場への転換時期

に異存のない旨を了承。

平成２２年 ８月 秋田市議会教育産業委員会で審議を行い、地方卸売市場への転

換について了承。

平成２２年 ８月 秋田市から農林水産省に対し、「秋田市中央卸売市場の地方卸

売市場への転換」について報告。

平成２２年１０月 国の審議会において、第８次中央卸売市場整備計画を変更

平成２２年１１月 県の審議会において、第８次秋田県卸売市場整備計画を変更

平成２３年 ９月 秋田市公設地方卸売市場業務条例を秋田市議会に提案

〈今後の予定〉

平成２３年１１月頃 秋田市から県に転換の許可申請

平成２４年 ４月 秋田市公設地方卸売市場開設

４ その他

秋田市中央卸売市場には、青果部、水産物部、花き部の３部門があるが、地方卸売

市場に転換するのは青果部、水産物部の２部門のみ。花き部は引き続き中央卸売市場

としての運営を継続する。
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